
「福岡市共同住宅耐震診断費補助事業」について 
 

 福岡市では、災害に強いまちづくりを目的に、平成１７年１１月１日から住宅の耐震化を促進す

る支援策の一つとして「福岡市共同住宅耐震診断費補助事業」に着手しています。 

 昭和５６年５月３１日以前に建築された共同住宅の耐震診断に要する費用の一部に補助金を

交付しています。耐震診断を希望される方は、是非ご活用ください。 
 

■事前相談 

  申請者（共同住宅の所有者。区分所有の共同住宅の場合は管理組合団体又は法人。）は、

補助金の交付を受けようとする前に 、耐震診断の内容などについて市と必要な協議をお願いし

ます。 

※ご注意下さい！ 

  耐震診断をすでに完了した、または耐震診断実施の契約を締結し診断実施中の場合は、こ

の事業の対象とはなりません。 
 

■対象共同住宅 

  昭和５６年５月３１日以前に建築確認を得て着工した、３階建以上、 

かつ延べ面積が１，０００ｍ２以上のもので、建築基準法及び関係法令の 

規定に適合している、一戸建の住宅、長屋以外の住宅で、店舗等の用途 

を兼ねるもの（店舗等の床面積が建築物全体の床面積の１／２未満のも 

の）を含みます。 
 

■耐震診断の基準 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）第４条第１項の規定に

基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土

交通省告示第 184 号。以下「方針」という。）のうち、次のいずれかの基準とします。 
ア 方針別添第１第二号に規定する基準 
イ 方針別添第１の各号列記以外の部分のただし書の規定に基づく、一般財団法人

日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コン

クリート造建築物の耐震診断基準」（ただし、第１次診断を除く。）、「既存鉄

骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」（ただし、第１次診断を除く。）

又は「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」 
 

■耐震診断の実施 

耐震診断は、建築士法の規定による建築士事務所との契約により実施してください。 
 

■補助内容、補助金の額 

対象となる費用は、耐震診断に要する費用（下記に定める額を限度とする。）のうち、共同住

宅の住宅部分の耐震診断に要する費用に２／３を乗じた額以内とします。 
イ 面積１，０００㎡以内の部分は３，６７０円/㎡ 

ロ 面積１，０００㎡を超えて２，０００㎡以内の部分は１，５７０円/㎡ 

ハ 面積２，０００㎡を超える部分は１，０５０円/㎡ 
 

★事前相談及び問い合わせ先   福岡市住宅都市局建築指導部 建築物安全推進課 

 〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号 TEL:092-711-4580 FAX:092-733-5584 

  ホームページ：http://www.city.fukuoka.lg.jp/ 
福岡市ホームページ ＞ くらし・手続き ＞ 住まい・引越し ＞ 住まいを建て替える・補修する ＞  

耐震工事 ＞ 共同住宅の耐震診断費補助事業 (要綱及び様式をダウンロードできます) 

（裏面の『手続の流れ』をご覧下さい） 



『手続の流れ』 
 
 

事前相談     ・耐震診断に関する基準について 
（随時受け付けます） ・診断業者の斡旋など 

                         ・出前講座 
 
 

共同住宅所有者                  福 岡 市 
 
 
           管理組合の決議 
     （耐震診断実施） 
 
 
 
      補助金の申請                 補助金申請の審査 
 
 
 
   補助金交付決定通知受理               補助金交付決定 
 
 
 
     耐震診断の契約 
 
 
 
     耐震診断の実施 
 
 
 
    耐震診断の完了・報告             耐震診断結果の審査確認 
 
 
   

   補助金額確定通知受理              補助金交付額の決定 
 
 
 

補助金の請求                  補助金の支出 
 
 


